
　　　Ｐ・１

　

　

Mail: ossnpksk@gmail.com Homepage: http://osakasompo.perma.jp/ 検索：大阪損保革新懇

日宝道修町ビル３Ｆ

０６－６２３２－１０９５

大阪損保革新懇ニュース
〈 損 保 代 理 店 問 題 特 集 号 〉

コロナ禍・豪雨災害の下
セーフティネットの役割発揮を

この間の運動で 委託契約書の不適切な条項を是正

　２０２０・　７・３０ Ｎｏ.１７８

大阪損保革新懇事務局

大阪市中央区道修町3-3-10

「（取材していて）代理店さんに感謝の言葉を繰り返す被災者に何度も出会いました」。これは、

昨年の代理店シンポジウムでの、保険毎日新聞・森記者の発言です。一人ひとりの被災者に寄り

添い、セーフティネットとしての保険の役割を最前線で発揮させてきた代理店。異常気象で、巨

大な自然災害が繰り返し発生し、代理店の果たすべき役割は益々大きくなっています。
しかし、一方で、コロナ禍の中、増収一辺倒の手数料体系は、代理店経営を一層圧迫していま

す。この実態を明らかにし、改善する取り組みも、少しずつ前進しています。

三井住友海上「格付」の文言を削除

多くの代理店が問題にしている手数料ポイン

ト制度の根底には、代理店委託契約書の問題が

あります。三井住友海上の「委託契約書」を見

れば、その第8条には次のように規定されていま

した。
「会社は、代理店の実態に応じ、別に定める
ところに従って、代理店の格付その他の代理
店区分等（以下「代理店の格付等」という）
を決定する」
代理店の「格付」、これほど損保会社の代理

店に対する姿勢を見事に表す言葉はありません。
しかし代理店はひとつの「企業」であり、損保
会社とは別の、独立した「事業体」なのです。
それを、勝手に保険会社が「格付」する。こん
な一方的な契約書があるでしょうか。

なお、こうした不適切な文言については国会
でも議論され、三井住友海上は2020年4月1日の
改定でこの文言を削除しました。三井住友海上
が見直したことについては、金融庁の迅速な対
応も含め画期的なことです。

「信頼条項」は優越的地位の濫用

参議院・財政金融委員会では、優越的地位の
濫用について大門実紀史議員が質問を行い、公
正取引委員会と議論が交わされました。

公正取引委員会は、どういう場合を優越的地
位の濫用とみなしているのか。

次の三点です。

① 不利益な取引の条件を設定すること

② 契約の変更によって不利益を与えること

③ 不利益なことを実際に行うこと
一つ目は、契約に不利益な内容が入っている

ことです。東京海上日動の委託契約書には次の
条文がありました。

「当社（註：保険会社）と甲（註 :代理店）との

間の信頼関係が、著しく損なわれた場合」、
「何時でも本契約を解除することができる」

すなわち、損保会社が信頼関係を失ったと判

断したら、即契約を解除できるという条項です。

大手損保では、代理店の乗合を拒否するための

脅しに使ったり、乗合を強行した場合に、この

条項を盾にして一方的に契約解除を行ったりし

てきました。
この条項についても、国会で取り上げられた

ことから、損保各社は2020年4月1日の改定で、一
斉に削除しました。しかし共栄火災以外の大手
損保は、改定の理由を「わかりやすさ向上の観
点で条文を整理・統合した」ものとし、社員や
代理店に真の改定理由を明らかにしていません。
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「優越的地位の濫用」是正を求め 各地で「公取」に要請

 公取が「別途手数料規定も契約変更に該当」と答弁

二つ目の、契約を不利益な方向に変更すると

いう場合、これは明らかに優越的地位の濫用に

なります。ただし損保の委託契約書は大変狡猾

にできており、代理店手数料については委託契

約書の中に明示せず、別途手数料規定によって

支払うとなっています。

しかもこの手数料規定は、保険会社の恣意的

な判断で自由に変更が可能です。

三井住友海上の委託契約書にはこう書いてあ

ります。「会社は、経済情勢の変化その他諸事

情に鑑み必要と認める場合、代理店手数料規定

を変更することができる」。

東京海上日動でも、「経済情勢の変動その他
により・・変更することができる」とあります。
もはや何でもありです。

この点は、公正取引委員会の粕渕功（かすぶ
ち いさお）審議官が、国会で、「私ども、契約
書のみで違反になるかどうかということを判断
しているわけではございません。・・その事実
関係を見たうえで優越的地位の濫用に該当する
かどうかを判断するということになります」と
答弁しました。

規定の変更も契約の変更にあたると認めたわ
けです。これは大きな到達であり成果です。

福岡の渡邉輝朗さん

3月24日、福岡で公正取引委員会を訪問

し意見交換をさせてもらいました。①代

理店手数料が保険会社の一方的な判断で

体系が毎年変更されている、②毎年通知

のみで手数料の改変があり、その都度手

数料ポイントが引き下げられていること

は、公正取引委員会の判断基準に抵触し

ている、と具体的な経年の資料を提示し

て問題提起をいたしました。毎年手数料

の引き下げが行われることで、代理店の

経営は極度に悪化し、顧客本位の営業が

困難な状況になっている事も訴えました。
公取委の担当者は「毎年毎年、体系が

変化しているのですか」と資料を見て驚
かれていたようでした。そして、「本日
は一般論でしかお答えできません。具体
的に訴えがあれば正式に受理できる体制
を準備します。いつでも電話をくださ
い」と言ってくれました。その後コロナ
問題が出てきて、アプローチが遅れてい
ます。
保険会社と代理店の不公正な関係に疑

問を抱いている多くの代理店が、その打
開のためにこの取り組みをするべきでは
ないかと考えます。

これからは、一方的な手数料規定の変更が代理店の不利益に該当するという具体的な事実を突きつけ、

現在の手数料制度が優越的地位の濫用にあたることを、公正取引委員会に認めさせるたたかいが必要と

なります。すでに各地でその取り組みが始まっています。

青森の佐々木正志さん

7月10日、仙台の公正取引委員会東北事務所に

対し、現在の委託契約書は優越的地位の濫用に

あたると訴えてきました。
対応した公取の審査専門官には、独占禁止法

の中でも“優越的権利の濫用”の判断が一番難
しいですと言われました。受け付けはしますが、
公取として回答出来るのは、この申立に基づい
て措置をとったか取らなかったかだけで、なぜ

措置を取らなかったか等は回答しませんという

ことでした。

下手に期待は抱かせない、という審査専門官

の厳しい対応でしたが、①相手が優越的な地位

であること、②優越的な地位を濫用した行為が

あったこと、③結果不当に不利益を被ったこと、

を項目ごとに書いた方が良いと思います、と
いうアドバイスもくれました。
コンビニ問題も10数年かかってやっと動きが

出てきたように、一朝一夕に解決するものでは
ないと、改めてこの先の険しさを実感した次第
です。現在補正の文書を作成中ですが、幸いな
事に大阪損保革新懇のメンバーの中に、文書作

成に詳しい方が複数おり、指導を仰ぎながら進

めています。これから申立する人にアドバイス

できるように、申立書作成援助チームを作るの

も一つの策かと思います。
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コロナ禍での「手数料ポイント」引き下げ凍結を求める

〈「代理店プロジェクト」が近畿財務局に要請〉

岐阜の大江金男さん

3月25日、公正取引委員会事務局中部事務所を訪問、「優越的地位の濫用について調査と

指導を」と題した書類を提出しました。
弊社は損保について三井住友海上、あいおいニッセイ同和、共栄火災の３社と代理店委

託契約を結んでいます。2019年7月1日よりあいおいニッセイ同和損保から、手数料ポイン
トを90Pから25Pに引き下げられました。実に73％もの引き下げです。理由は売り上げが少
ないというものです。
事業主を含め営業社員2名、内勤事務2名の零細企業ですが、4名全員が損保業界最高の資

格を有し、業務知識もコンサルタント業務においても他代理店に引けを取らないと自負し
ています。今回73％もの手数料率の引き下げは、保険会社による優越的地位の濫用と言わ
ざるを得ません。

今回の訪問で公正取引委員会の担当者は、「お話を伺って受理しますので、追加資料を

提出ください」と回答しました。以後、順次資料提出を行っているところです。公正取引

委員会は損保代理店の手数料のことなど何も知らなくて当然です。こちらから誰にでもわ

かるように説明し、資料も提出していかねばなりません。根気よく話せば理解を得られる

のではないでしょうか。

「『顧客第一』で健全な損保産業をめざす代理
店有志」（「代理店プロジェクト」）は、3月12日近畿
財務局に要請書を提出していましたが、4月8日
に再度訪問しその回答を受けました。近財要請
は2011年に始まり、今年でちょうど10回目とな
ります。

「顧客本位に反する実態を注視」と回答

今年度要請した内容は次の3点です。

（１）代理店手数料ポイント制度の抜本的改善

（２）代理店の一方的な再編・淘汰の問題

（３）災害対応に係る損害サービス部門の軽視

保険監督室の上席調査官は、「顧客本位の施策

に反する実態については注視している。金融庁

はこの間、契約者保護の観点から保険会社にヒ

アリングを行い、その結果、委託契約書の改定

などの動きが生まれている」と回答しました。

コロナ禍での「手数料ポイント引き下げ」凍結を

参加した代理店は、重ねて次のように要請し

ました。

「2020年7月実施の手数料ポイントについては、

私たちの100人アンケートで71％もの代理店のポ

イントが2019年度より下がっていることが明ら

かとなっている。金融庁でも調査してほしい。

コロナウィルスの問題では、対面募集が困難

となり代理店も苦慮している。契約者の営業自

粛などによって挙績の悪化も予想される。これ

からの手数料ポイントについては配慮すべきで

はないか」

「私の代理店では、昨年手数料ポイントが100

から80に落ちた。500万円の減収だ。これでは経

営が成り立たない。一方、この間日本列島は大

災害に見舞われている。損保会社は風水災で現

場に調査に行く体制がない。代理店がそれをカ

バーしている。手数料ポイントにより、地域に

密着した代理店が消えていけば損保産業がセー

フティネットの役割を果たせないのではないか」

上席調査官はそれを受けて、「みなさんの貴
重なご意見は金融庁にていねいに報告する」と
述べました。
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コロナ禍で強まる代理店の淘汰・再編

大手損保が「廃店」を強要

大手損保会社が、50年以上にわたって取引してきたある代理店に対し、体制不備を理由に①社長が

退任すること、②専務が他代理店の使用人になること、を強要してきました。しかも、1週間以内に結

論を出せ、そうしなければ「代理店委託を解除するか、お客様にコンプラ違反の代理店として手紙を

出す」というものでした。

この代理店から大阪損保革新懇に相談があり、結果的に損保会社は提案を撤回しましたが、こうし

た一方的なやり方は同社だけではありません。この間、代理店の淘汰・再編に関するさまざまな相談

が寄せられています。

2021年度就職人気上位に損保大手。求められる社会的役割

「キャリタス就活」が、2021年3月卒業予定の大学生・大学院生を対象に行った就職人気企業調査で

は、東京海上日動がトップとなっています（昨年は10位）。2位に損保ジャパン（同103位）、4位に三

井住友海上（同30位）が入っています。コロナ禍の下での学生の安定志向はあるでしょう。しかし同

時に、近年の大災害で損害保険の役割が認識されてきた側面もあると考えられます。

損保各社がこうした「期待」に応えるためには、〈代理店とともに「社会的役割」をしっかりと果

たす〉、その姿勢こそが求められているのではないでしょうか。

損保代理店

シンポジウム
１０月２３日（金）に開催予定
エルおおさか南ホールにて


